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  厚生労働省医政局医療経営支援課 

 

 

常用労働者数 300 人超の一般事業主に対する「男女の賃金の差異」の 

情報公表等の義務付けについて 

 

 

医療行政の推進につきましては、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に

関する省令の一部を改正する省令」（令和４年厚生労働省令第 104 号）及び「事業主行動計画

策定指針の一部を改正する件」（令和４年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第１

号）が公布・告示され、同日施行・適用されました。 

これにより、常用労働者数 300 人超の一般事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」といいます。）に基づき、「男女

の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。今回の改正につい

ての具体的な内容等は下記のとおりですので、貴会におかれてもその内容についてご了知いた

だき、貴会員病院等に対し周知等の御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 「男女の賃金の差異」の情報公表の義務付け 

  常用労働者数 300 人超の一般事業主は、令和４年７月８日以後、最初に終了する事業年度

の翌事業年度の開始日からおおむね３か月以内に、全ての労働者、正規雇用労働者及び非正

規雇用労働者の区分ごとに、「男女の賃金の差異」を公表することが必要となります。 

  また、「男女の賃金の差異」の算定及び公表に当たっては、厚生労働省雇用環境・均等局

長が定める方法により実施することが必要です。 

  なお、常用労働者数 300 人以下の一般事業主については、「男女の賃金の差異」の公表は

義務付けられませんが、女性活躍推進法に基づく情報公表の選択項目の１つとなります。 

 

２ 「男女の賃金の差異」の状況把握の義務付け 

  常用労働者数 300 人超の一般事業主は、一般事業主行動計画の策定又は変更に当たって、

「男女の賃金の差異」の状況把握を行うことが必要となります。当該義務付けは、１の情報

公表を行った日以後に行う一般事業主行動計画の策定又は変更について適用されます（※）

ので、当該一般事業主は、１の情報公表を行っていれば、男女の賃金の差異の状況を把握し



ているものと扱われます。 

  なお、常用労働者数 300 人以下の一般事業主については、「男女の賃金の差異」の状況把握

は、従来どおり選択項目の１つとなります。 

   

  （※）ただし、令和４年７月８日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度中に当該情

報公表を行わなかった場合であっても、当該事業年度の翌々事業年度以降に一般事業

主行動計画の策定又は変更を行う際は、「男女の賃金の差異」の状況を把握することが

必要になります。 

 

３ 「男女の賃金の差異」の情報公表等に当たっての相談窓口 

  「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握に関する御不明点等は、都道府県労働局雇

用環境・均等部（室）にお問い合わせください（電話番号等は別添リーフレット等をご確認

ください）。 

 

 

（別添資料） 

・リーフレット「女性の活躍に関する情報公表が変わります」 

・解説資料「男女の賃金の差異の算出方法等について」 

 

 

（参考ＵＲＬ） 

・厚生労働省ホームページ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 ※別添資料は上記リンク先にも掲載されていますので、適宜ご活用ください。 

 


